
船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 令和元年９月１２日 １８時１０分ごろ 

発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港内 

 苫小牧港漁港区南防波堤灯台から真方位３５７°７０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°３７.６′ 東経１４１°３７.１′） 

事故の概要  漁船北幸
ほっこう

丸は、航行中、防波堤に衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１０月１６日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 北幸丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２１７４２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部ハンドレールに曲損 

防波堤 簡易標識灯に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１７時５０分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、苫小牧港を漁港区に向けて微

速前進で北進中、苫小牧港漁港区南防波堤灯台の灯光を左舷側に見な

がら約５ノットの対地速力で左転を開始した。   

本船は、船長が、前方に認めていた漁港区北防波堤の先端に設置さ

れた簡易標識灯（灯質が赤色光毎４秒１閃
せん

光、以下「本件標識灯」と

いう。）の灯光を見失い、船尾にいた甲板員を大声で呼んで本件標識

灯を確認させようとしたが、同じ速力で航行を続けていたところ、同

防波堤に衝突した。 

分析 本船は、微速前進で北進中、船長が、本件標識灯の灯光を見失った

際、同じ速力で航行を続けたことから、漁港区北防波堤に衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、微速前進で北進中、船長が、本件標識灯

の灯光を見失った際、同じ速力で航行を続けたため、漁港区北防波堤

に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間の入出港中、可航水域の目安となる標識灯の灯光等を見失っ

た場合は、周囲の安全を確認して直ちに停止すること。 

 ・夜間に入港する場合、できる限り船首に見張り員を配置し、水路



の状況を確認しながら、慎重に操船すること。  


